
店舗・飲食店などから発生する生ごみの量を減らしたい・・ 

環境へ配慮した取り組みを実施したい・・ 

 

仙台市では、「事業系生ごみ処理機設置費補助金制度」 

を始め、事業者の皆様の取り組みを支援します。 

 

事業系生ごみ処理機設置費補助金制度とは･･･ 
 

生ごみを排出する仙台市内の事業者が、食品廃棄物の減量を目的に、「事業系生ごみ

処理機」を設置する場合、購入・設置に要する費用の一部を仙台市が補助します。 

 

○ 導入のメリットは？ 
 ・生ごみの排出を減らすことにより、ごみ処理費用の節約になります。 

・生ごみの保管が必要なくなり、そ族昆虫・悪臭などの衛生管理対策に効果的です。 

・ごみを減量するとともに、堆肥を有効利用することなどにより、循環型社会への貢

献といった企業イメージの向上になります。 

 

○ 補助の制度は？ 
  生ごみ処理機の購入、設置工事に要する費用の３分の２（上限額は 200 万円）

を仙台市で補助します。 

購入前に交付申請が必要になります。詳細は下記担当までご相談ください。 

 

試算例① 処理能力 10kg/日の機器を 100万円で購入・設置する場合････ 

  仙台市の補助 ＝ 100万円×２／３ ≒66万円 

  事業者の負担 ＝ 100万円－66万円≒34万円  

 

試算例②  処理能力 50kg/日の機器を 400万円で購入・設置する場合････ 

  仙台市の補助 ＝ 200万円（上限額） 

（400万円×２／３ ≒266 → 上限額 200万円） 

  事業者の負担 ＝ 400万円－200万円＝200万円  

  

※ 生ごみ処理機の購入・設置費用は機種により異なります。 

 ※ 消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象に含まれません。 

 

○ 注意点 
 ・産業廃棄物に当たる生ごみの処理には使用できません。 

・ディスポーザーは補助対象外です。 

 
担当【申請書提出・相談先】 

仙台市環境局 事業ごみ減量課 ☎ ０２２－２１４－８６７９ 

 


